
 

 

 

 

 

 

【企業広告の掲出場所】 

① 行政庁舎エレベーター前        ② 行政庁舎エレベーター内 

 

  

 

⑤ 壁広告（西回廊 西口玄関前）     ③ 西回廊１階（西回廊１階西玄関ホール）  

   

 

④ 西回廊２階（西回廊２階食堂前通路）  ⑥ 懸垂幕（西回廊生協売店前通路） 

  

 

 

新潟県庁内に企業広告を掲出することができます 

～随時、広告掲出を受付しています～ 

（行政庁舎４～17階のエレベーター前壁） （行政庁舎Ａ系Ｂ系エレベーター内壁） 


